
嘉麻市地域包括ケアシステム推進会議
設置について

令和７年１０月９日

嘉麻市福祉事務所 高齢者介護課
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高齢者相談支援センター
在宅介護支援センター
市民課 保健師 等

介護保険の基本理念＝自立支援

●第２条第２項
前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の
防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十
分配慮して行われなければならない。

●第４条
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の
保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合に
おいても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健
医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、
その有する能力の維持向上に努めるものとする。

嘉麻市地域ケア会議（個別地域ケア会議）

要支援・要介護者を元気に！！

嘉麻市
（保険者）

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
管理栄養士
歯科衛生士
薬剤師 等

ケアプラン作成者 サービス事業者

●多職種による多角的な協議 ●自立を阻害する要因の追求 ●医療との連携
●インフォーマルサービスの活用 ●地域課題の発見・解決の検討 ●参加者のＯＪＴ

ケアプランの実行・評価・見直し

高齢者のＱＯＬの向上

地域ケア会議活動支援
アドバイザー
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保健事業と介

護予防事業の

一体的実施

＋
令和３年度より



嘉麻市生活支援体制整備事業

◆生活支援体制整備事業とは？

・「地域包括ケアシステム」の一環で、元気な高齢者をはじめ、住民が担い手となって参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会福

祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、民間企業などの多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制

づくりを推進するもの。生活支援コーディネーターは、ニーズと取組のマッチング等を行う。

◆協議体とは？

・日常生活圏域（中学校区）ごとに、

その地域で生活されている高齢者が

望んでいる支援やサービスと既にあ

る社会資源（有償無償を問わず、地

域社会で展開されるサービスや支援。

またその担い手など）の把握と不足

している社会資源の掘り起こし等を

行い、支援やサービスの担い手とな

る住民（元気な高齢者を含む）の養

成や活動の場の提供を行う集まり。

・地域の住民が主体であるが、参加は

自由で、参加者は固定していない。

誰もが自由に参加できる仕組みであ

り、民生委員や行政区長を含む地域

住民の他に、社会福祉法人や、在宅

介護支援センター、高齢者相談支援

センターも参加する。
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令和３年度より

就労的活動支援
コーディネーター

有償・
無償



嘉麻市地域包括ケアシステム推進会議
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保健事業と介護

予防事業の一体

的実施

＋
令和３年度より

就労的活動支援コーディネーター
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R２７年R２２年R１７年R１２年R７年R２年H２７年H２２年H１７年H１２年H７年

20,56823,63726,92530,30733,72635,47338,74342,58945,92948,37850,804総人口

1,6071,9082,2402,7623,4053,8934,4165,1565,7776,6388,055年少人口

（ 0歳～14歳） 7.8%8.1%8.3%9.1%10.1%11.0%11.4%12.1%12.6%13.7%15.9%

9,28311,08813,09814,60416,24217,15520,47924,52027,17729,42131,283生産年齢人口

（15歳～64歳） 45.1%46.9%48.6%48.2%48.2%48.4%52.9%57.6%59.3%60.9%61.6%

9,67810,64111,58712,94114,07914,34013,82812,91012,88012,24011,466老年人口

（65歳以上） 47.1%45.0%43.0%42.7%41.7%40.4%35.7%30.3%28.0%25.3%22.6%

＜年齢３区分別人口構成の推移＞
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31,283 29,421
27,177

24,520
20,479

17,155 16,242
14,604

13,098
11,088

9,283

11,466
12,240

12,880 12,910

13,828

14,340
14,079

12,941
11,587

10,641
9,678

22.6%
25.3%

28.0%

30.3%

35.7%

40.4%
41.7% 42.7% 43.0% 45.0%

47.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

平成７年 平成１２年平成１７年平成２２年平成２７年 令和２年 令和７年 令和１２年令和１７年令和２２年令和２７年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 老年人口の割合（高齢化率）

50,804 48,378

42,589
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35,473
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実績 推計


